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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビタミンＥ類と、ショ糖脂肪酸エステルと、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油と、ポリ
グリセリン脂肪酸エステルと、多価アルコールと、水とを含有し、前記ビタミンＥ類の含
有量が、３質量％～１５質量％であることを特徴とする液剤組成物。
【請求項２】
　ビタミンＥ類が、α－トコフェロール、β－トコフェロール、γ－トコフェロール、δ
－トコフェロール、α－トコトリエノール、β－トコトリエノール、γ－トコトリエノー
ル、δ－トコトリエノール及びこれらの誘導体から選択される請求項１に記載の液剤組成
物。
【請求項３】
　誘導体が、有機酸塩である請求項２に記載の液剤組成物。
【請求項４】
　有機酸塩が、酢酸ｄ－α－トコフェロール、及び酢酸ｄｌ－α－トコフェロールから選
択される請求項３に記載の液剤組成物。
【請求項５】
　水不溶性物質の析出を抑制する請求項１から４のいずれかに記載の液剤組成物。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれかに記載の液剤組成物の製造方法であって、ビタミンＥ類と、
ショ糖脂肪酸エステルと、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油と、ポリグリセリン脂肪酸エ
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ステルと、多価アルコールと、水とを少なくとも混合させ、前記ビタミンＥ類の含有量が
、３質量％～１５質量％であることを特徴とする液剤組成物の製造方法。
【請求項７】
　請求項１から５のいずれかに記載の液剤組成物を含有することを特徴とする医薬品・化
粧品・飲食品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、保存安定性に優れ、長期間保存しても水不溶性物質（沈殿物、滓等）が生じ
ない脂溶性物質を含む新規液剤組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　脂溶性物質は、一般に、水に対して難溶性であり、初め水中に均一に分散されていたと
しても経時分離し易いため、該脂溶性物質を経時分離等させることなく、安定な状態で内
服液剤、注射剤、化粧品等に配合させる技術が従来より数多く提案されている。これらの
提案の中でも、トコフェロールに関する提案が特に多く、例えば、前記トコフェロール、
硬化ヒマシ油ポリオキシエチレン誘導体及びポリグリセリン脂肪酸エステルの３成分から
なる可溶化液が提案されている（例えば、特許文献１参照）。また、前記トコフェロール
、糖類、糖アルコール類及びポリグリセリン不飽和脂肪酸エステルの４成分からなる可溶
化組成物が提案されている（例えば、特許文献２参照）。また、前記トコフェロール、水
、多価アルコール及び前記ポリグリセリン脂肪酸エステルの４成分からなる可溶化液が提
案されている（例えば、特許文献３参照）。更に、前記トコフェロール、前記糖類、前記
糖アルコール類及び前記ポリグリセリン脂肪酸エステルの４成分からなる可溶化組成物が
提案されている（例えば、特許文献４参照）。
【０００３】
　しかしながら、これらの提案の場合、前記トコフェロールに対して極めて多量の各種添
加剤を添加しなければならないため、前記添加剤の摂取量を少量にする傾向にある昨今の
消費者のニーズに合致せず、また、沈殿物及び滓の発生を完全に防止することができない
という問題がある。また、前記添加剤に特有の不快な味が強く感じられ、前記内服用液剤
として好ましくないという問題がある。
【０００４】
　一方、これらの提案とは別に、前記添加剤としてショ糖脂肪酸エステルを含有する前記
可溶化液剤についても提案されている。例えば、前記ショ糖脂肪酸エステルで乳化及び分
散する系に、レシチン及び前記ポリグリセリン脂肪酸エステルを含有させる着色製剤の製
法が提案されている（例えば、特許文献５参照）。しかしながら、この場合、経時的に沈
殿物及び滓の析出が防止されるという効果については何ら開示されていない。
　また、前記トコフェロールと、前記ポリグリセリン脂肪酸エステル又は前記ショ糖脂肪
酸エステル等と、多価アルコールと、水とを含有させる脂溶性物質水性液剤が提案させて
いる（例えば、特許文献６参照）。更に、前記トコフェロール、ポリオキシエチレン硬化
ヒマシ油、ポリグリセリン脂肪酸エステル及び前記ショ糖脂肪酸エステルの４成分からな
る前記可溶化液剤が提案されている（例えば、特許文献７参照）。しかしながら、これら
の場合、必ずしも前記ショ糖脂肪酸エステルを必須成分としたものではなく、しかも経時
的に沈殿物及び滓の析出が防止されるという効果については何ら開示されていない。
【０００５】
　他方、酢酸トコフェロール、前記ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、前記ポリグリセリ
ン脂肪酸エステル、前記ショ糖脂肪酸エステル及びグリセリンの５成分を含む内服液が提
案されている（例えば、特許文献８参照）。しかし、ここでは、二価の鉄イオン由来の錆
味を抑制し、良好な服用性を得ることを目的としているに過ぎない。
【０００６】
　前記ショ糖脂肪酸エステルを必須成分とした上で、更にその他の成分を最適化すること
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により長期間保存した場合であっても前記沈殿物及び滓の析出を極めて効果的に抑制し、
安定性、透明性等に優れ、医薬品、化粧品、飲食品等に好適な液剤組成物は、未だ提供さ
れていないのが現状であり、これらの開発が切に望まれている。
【０００７】
【特許文献１】特開昭６１－５０１１号公報
【特許文献２】特開昭６１－２３４９２０号公報
【特許文献３】特開昭６２－２５０９４１号公報
【特許文献４】特公平６－３６８６２号公報
【特許文献５】特開昭５８－１０３３２５号公報
【特許文献６】特開２０００－２１２０６６号公報
【特許文献７】特開２００２－８０３６５号公報
【特許文献８】特開２００２－８０３４７号公報
【発明の開示】
【０００８】
　本発明は、従来における前記問題を解決し、以下の目的を達成することを課題とする。
即ち、本発明は、前記ショ糖脂肪酸エステルを必須成分とし、更にその他の成分を最適化
することにより、長期間保存した場合であっても前記沈殿物及び滓の析出を極めて効果的
に抑制し、安定性、透明性等に優れ、医薬品、化粧品、飲食品等に好適な液剤組成物を提
供することを目的とする。
【０００９】
　前記課題を解決するために発明者が鋭意検討した結果、以下の知見を得た。即ち、ショ
糖脂肪酸エステルと、トコフェロールと、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油と、ポリグリ
セリン脂肪酸エステルと、多価アルコールと、水との６成分としたときに初めて、長期間
保存した場合であっても前記トコフェロールの析出が極めて効果的に抑制され、安定性に
優れるという驚くべき新知見である。
　本発明は、本発明者による前記知見に基づくものであり、前記課題を解決するための手
段としては、以下の通りである。即ち、
　＜１＞　脂溶性物質と、ショ糖脂肪酸エステルと、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油と
、ポリグリセリン脂肪酸エステルと、多価アルコールと、水とを含有することを特徴とす
る液剤組成物である。該＜１＞に記載の液剤組成物においては、前記脂溶性物質と、前記
ショ糖脂肪酸エステルと、前記ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油と、前記ポリグリセリン
脂肪酸エステルと、前記多価アルコールと、前記水とを含有することにより、これら６成
分の相乗効果により、長期間保存した場合であっても前記沈殿物・滓の析出が極めて効果
的に抑制される。
　＜２＞　脂溶性物質が、ビタミンＥ類から選択される少なくとも１種である前記＜１＞
に記載の液剤組成物である。
　＜３＞　ビタミンＥ類が、α－トコフェロール、β－トコフェロール、γ－トコフェロ
ール、δ－トコフェロール、α－トコトリエノール、β－トコトリエノール、γ－トコト
リエノール、δ－トコトリエノール及びこれらの誘導体から選択される前記＜２＞に記載
の液剤組成物である。
　＜４＞　誘導体が、有機酸塩である前記＜３＞に記載の液剤組成物である。
　＜５＞　有機酸塩が、酢酸塩、ニコチン酸塩及びコハク酸塩から選択される少なくとも
１種である前記＜４＞に記載の液剤組成物である。
　＜６＞　脂溶性物質の含有量が、３～１５質量％である前記＜１＞から＜５＞のいずれ
かに記載の液剤組成物である。
　＜７＞　ショ糖脂肪酸エステルにおける脂肪酸の炭素数が、１０～２２である前記＜１
＞から＜６＞のいずれかに記載の液剤組成物である。
　＜８＞　ショ糖脂肪酸エステルが、ショ糖ステアリン酸エステル、ショ糖パルミチン酸
エステル、ショ糖ミリスチン酸エステル、ショ糖オレイン酸エステル、ショ糖ラウリン酸
エステル、ショ糖ベヘニン酸エステル及びショ糖エルカ酸エステルから選択される少なく
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とも１種である前記＜１＞から＜７＞のいずれかに記載の液剤組成物である。
　＜９＞　脂溶性物質に対するショ糖脂肪酸エステルの含有量が、０．３～４質量％であ
る前記＜１＞から＜８＞のいずれかに記載の液剤組成物である。
　＜１０＞　ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油におけるエチレンオキサイドの付加モル数
が、３０～８０である前記＜１＞から＜９＞のいずれかに記載の液剤組成物である。
　＜１１＞　脂溶性物質に対するポリオキシエチレン硬化ヒマシ油の含有量が、３０～１
００質量％である前記＜１＞から＜１０＞のいずれかに記載の液剤組成物である。
　＜１２＞　ポリグリセリン脂肪酸エステルにおけるグリセリン縮合度が、２～１０であ
る前記＜１＞から＜１１＞のいずれかに記載の液剤組成物である。
　＜１３＞　ポリグリセリン脂肪酸エステルにおける炭素数が、１０～２２である前記＜
１＞から＜１２＞のいずれかに記載の液剤組成物である。
　＜１４＞　脂溶性物質に対するポリグリセリン脂肪酸エステルの含有量が、１０～２０
０質量％である前記＜１＞から＜１３＞のいずれかに記載の液剤組成物である。
　＜１５＞　多価アルコールが、グリセリン、ジグリセリン、トリグリセリン、ポリグリ
セリン、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、１，３－ブチレングリコール
、エチレングリコール、ポリエチレングリコール、ソルビトール、マンニトール及びキシ
リトールから選択される少なくとも１種である前記＜１＞から＜１４＞のいずれかに記載
の液剤組成物である。
　＜１６＞　多価アルコールの含有量が、３０～８０質量％である前記＜１＞から＜１５
＞のいずれかに記載の液剤組成物である。
　＜１７＞　水不溶性物質（沈殿物及び滓）の析出を抑制する前記＜１＞から＜１６＞に
記載の液剤組成物である。
　＜１８＞　前記＜１＞から＜１７＞のいずれかに記載の液剤組成物の製造方法であって
、脂溶性物質と、ショ糖脂肪酸エステルと、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油と、ポリグ
リセリン脂肪酸エステルと、多価アルコールと、水とを少なくとも混合させることを特徴
とする液剤組成物の製造方法である。該＜１８＞に記載の液剤組成物の製造方法において
は、前記脂溶性物質と、前記ショ糖脂肪酸エステルと、前記ポリオキシエチレン硬化ヒマ
シ油と、前記ポリグリセリン脂肪酸エステルと、前記多価アルコールと、前記水とが混合
され、前記液剤組成物が製造される。
　＜１９＞　前記＜１＞から＜１７＞のいずれかに記載の液剤組成物を含有することを特
徴とする医薬品及び化粧品並びに飲食品である。該医薬品及び化粧品並びに飲食品は、前
記液剤組成物を含有することにより、長期間保存した場合であっても前記沈殿物・滓の析
出が極めて効果的に抑制され、安定性に優れる。このため、各種ドリンク剤等の内服用液
剤として好適である。
　＜２０＞　液剤組成物を、水、緩衝液及び水性液剤から選択される少なくとも１種で希
釈してなる前記＜１９＞に記載の医薬品及び化粧品並びに飲食品である。
　＜２１＞　液剤組成物の含有量が、０．００１～５質量％である前記＜１９＞から＜２
０＞のいずれかに記載の医薬品及び化粧品並びに飲食品である。
　＜２２＞　内服用液剤である前記＜１９＞から＜２１＞のいずれかに記載の医薬品及び
飲食品である。
【００１０】
　本発明によると、長期間保存した場合であっても前記沈殿物及び滓の析出を極めて効果
的に抑制し、安定性、透明性等に優れ、医薬品、化粧品、飲食品等に好適な液剤組成物を
提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
（液剤組成物）
　本発明の液剤組成物は、脂溶性物質と、ショ糖脂肪酸エステルと、ポリオキシエチレン
硬化ヒマシ油と、ポリグリセリン脂肪酸エステルと、多価アルコールと、水と（以下、こ
れらを総称して「６成分」と称することがある）とを含有し、必要に応じてその他の成分
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を含有してなる。
【００１２】
－脂溶性物質－
　前記脂溶性物質としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例
えば、ビタミンＡ類、β－カロチン、ビタミンＤ類、ビタミンＥ類、ビタミンＫ類等の脂
溶性ビタミン；クロタミトン、テプレノンなどが挙げられる。これらは１種単独で使用し
てもよいし、２種以上を併用してもよい。これらの中でも、ビタミンＡ類、ビタミンＤ類
、ビタミンＥ類、ビタミンＫ類が好ましく、ビタミンＥ類がより好ましい。
【００１３】
　前記ビタミンＥ類としては、特に制限はなく、天然物であってもよいし、合成品であっ
てもよく、例えば、α－トコフェロール、β－トコフェロール、γ－トコフェロール、δ
－トコフェロール、α－トコトリエノール、β－トコトリエノール、γ－トコトリエノー
ル、δ－トコトリエノール、これらの誘導体、などが挙げられる。これらは、ｄｌ体、ｄ
体、ｌ体のいずれであってもよいが、これらの中でもｄ体、ｄｌ体が好ましく、具体的に
は、ｄ－α－トコフェロール、ｄｌ－α－トコフェロールなどが挙げられる。これらは、
１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。
【００１４】
　前記誘導体としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、例
えば、有機酸塩などが好適に挙げられる。
　前記有機酸塩としては、例えば、酢酸塩、ニコチン酸塩、コハク酸塩などが挙げられ、
具体的には、酢酸ｄ－α－トコフェロール、酢酸ｄｌ－α－トコフェロールなどが挙げら
れる。これらは、１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。
【００１５】
　前記ビタミンＡ類としては、特に制限はなく、天然物であってもよいし、合成品であっ
てもよく、例えば、レチノール、レチナール、カロテン、レチノイド、などが挙げられる
。
【００１６】
　前記ビタミンＤ類としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、
例えば、ビタミンＤ１、ビタミンＤ２、ビタミンＤ３などが挙げられる。
　前記ビタミンＫ類としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、
例えば、ビタミンＫ１、ビタミンＫ２、などが挙げられる。
【００１７】
　前記脂溶性物質の含有量としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することが
できるが、例えば、３～１５質量％が好ましく、５～１３質量％がより好ましい。
【００１８】
－ショ糖脂肪酸エステル－
　前記ショ糖脂肪酸エステルの炭素数としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択
することができるが、例えば、１０～２２が好ましく、１４～１８がより好ましい。
【００１９】
　前記ショ糖脂肪酸エステルとしては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すること
ができるが、例えば、ショ糖ステアリン酸エステル、ショ糖パルミチン酸エステル、ショ
糖ミリスチン酸エステル、ショ糖オレイン酸エステル、ショ糖ラウリン酸エステル、ショ
糖ベヘニン酸エステル、ショ糖エルカ酸エステル、などが挙げられる。また、これらは１
種単独で使用してもよく、２種以上を併用してもよい。
【００２０】
　前記ショ糖脂肪酸エステルの含有量としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択
することができるが、前記脂溶性物質に対して、例えば、０．３～４質量％が好ましく、
０．５～３．５質量％がより好ましい。
【００２１】
－ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油－
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　前記ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油におけるエチレンオキサイドの付加モル数として
は、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、例えば、３０～８０が
好ましく、４０～６０がより好ましい。
【００２２】
　前記ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油の含有量としては、特に制限はなく、目的に応じ
て適宜選択することができるが、高い透明性を得る観点から、前記脂溶性物質に対して、
例えば、３０～１００質量％が好ましく、４０～８０質量％がより好ましい。
【００２３】
－ポリグリセリン脂肪酸エステル－
　前記ポリグリセリン脂肪酸エステルのグリセリン縮合度としては、特に制限はなく、目
的に応じて適宜選択することができるが、例えば、２～１０が好ましい。
　前記ポリグリセリン脂肪酸エステルの炭素数としては、特に制限はなく、目的に応じて
適宜選択することができるが、例えば、１０～２２が好ましく、１４～１８がより好まし
い。
　前記ポリグリセリン脂肪酸エステルは、飽和脂肪酸エステルであっても、不飽和脂肪酸
エステルであってもよく、部分エステルでも、完全にエステル化したものでもよい。
【００２４】
　前記ポリグリセリン脂肪酸エステルとしては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択
することができるが、例えば、モノステアリン酸ジグリセリル、モノオレイン酸ジグリセ
リル、ジオレイン酸ジグリセリル、モノイソステアリン酸ジグリセリル、トリイソステア
リン酸ジグリセリル、モノステアリン酸テトラグリセリル、モノオレイン酸テトラグリセ
リル、トリステアリン酸テトラグリセリル、ペンタステアリン酸テトラグリセリル、ペン
タオレイン酸テトラグリセリル、モノラウリン酸ヘキサグリセリル、モノミリスチン酸ヘ
キサグリセリル、モノステアリン酸ヘキサグリセリル、モノオレイン酸ヘキサグリセリル
、トリステアリン酸ヘキサグリセリル、テトラベヘン酸ヘキサグリセリル、ペンタステア
リン酸ヘキサグリセリル、ペンタオレイン酸ヘキサグリセリル、ポリリシノレイン酸ヘキ
サグリセリル、モノラウリン酸デカグリセリル、モノミリスチン酸デカグリセリル、モノ
ステアリン酸デカグリセリル、モノイソステアリン酸デカグリセリル、モノオレイン酸デ
カグリセリル、モノリノール酸デカグリセリル、ジステアリン酸デカグリセリル、ジイソ
ステアリン酸デカグリセリル、トリステアリン酸デカグリセリル、トリオレイン酸デカグ
リセリル、ペンタステアリン酸デカグリセリル、ペンタヒドロキシステアリン酸デカグリ
セリル、ペンタイソステリアン酸デカグリセリル、ペンタオレイン酸デカグリセリル、ヘ
プタステアリン酸デカグリセリル、ヘプタオレイン酸デカグリセリル、デカステアリン酸
デカグリセリル、デカイソステアリン酸デカグリセリル、デカオレイン酸デカグリセリル
、などが挙げられる。また、これらは１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用して
もよい。
【００２５】
　前記ポリグリセリン脂肪酸エステルの含有量としては、特に制限はなく、目的に応じて
適宜選択することができ、例えば、１０～２００質量％が好ましく、３０～５０質量％が
より好ましい。
【００２６】
－多価アルコール－
　前記多価アルコールとしては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ
、例えば、グリセリン、ジグリセリン、トリグリセリン、ポリグリセリン、プロピレング
リコール、ジプロピレングリコール、１，３－ブチレングリコール、エチレングリコール
、ポリエチレングリコール、ソルビトール、マンニトール、キシリトール、などが挙げら
れる。これらは、１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。これらの中
でも、グリセリンが好ましい。
【００２７】
　前記多価アルコールの含有量としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択するこ
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とができ、例えば、３０～８０質量％が好ましく、４０～６０質量％がより好ましい。
【００２８】
－その他の成分－
　前記その他の成分としては、特に制限はなく、公知の添加剤等の中から適宜選択するこ
とができるが、例えば、流動パラフィン、脂質、植物油などが挙げられる。
　前記脂質としては、例えば、中鎖脂肪酸トリグリセリド、オクチルデシルトリグリセリ
ドなどが挙げられる。
　前記植物油としては、例えば、ナタネ油、オリーブ油、大豆油、ゴマ油、コーン油、な
どが挙げられる。
【００２９】
　本発明の前記液剤組成物は、前記ショ糖脂肪酸エステルを必須成分とした上で、更に、
前記脂溶性物質と、前記ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油と、前記ポリグリセリン脂肪酸
エステルと、前記多価アルコールと、前記水とを含有させることにより、長期間保存した
場合であっても前記沈殿物及び滓の析出を極めて効果的に抑制することができる点で有利
である。このような効果は、前記６成分とした場合にのみ達成され、特に前記ショ糖脂肪
酸エステルを含有させることにより効果的に達成されるものであり、従来技術では達成し
得なかった極めて驚くべき効果である。本発明の前記液剤組成物は、前記水不溶性物質（
沈殿物及び滓）の析出を抑制することにより、安定性に優れる。
【００３０】
　このため、本発明の前記液剤組成物は、例えば、（１）ドリンク剤、液剤、シロップ剤
、含漱剤、エリキシル剤、洗口液等の医薬品及び医薬部外品の液剤、（２）ローション剤
、点鼻剤、点耳剤、経膣剤、経腸剤、エアゾル剤、チンキ剤、軟膏剤、液剤、ゼリー剤、
注射剤等の医薬品及び医薬部外品、又は化粧品配合剤、（３）通常の賦形剤を加えて、錠
剤、チュアブル剤、顆粒剤、カプセル剤等の固形製剤、（４）清涼飲料水、炭酸飲料、乳
飲料、果実飲料、スポーツドリンク等の飲料；菓子、パン類、ハム、ベーコン、ソーセー
ジ等の食肉加工製品；マーガリン等の油脂加工製品；こんぶ、素干品、煮干品等の水産加
工品、ちくわ、かまぼこ等の水産ねり製品；麺類、食酢、みそ、しょうゆ等の発酵食品；
さとう、はちみつ、でんぷん等の糖類；冷蔵及び冷凍食品、半調理及び調理済食品、酒類
、アイスクリーム類、経腸栄養食品、健康食品、特定保険用食品等の食品、（５）香水、
オーデコロン、浴用剤、制汗剤、歯磨剤、洗口液、化粧水、乳液、クリーム等の基礎化粧
品、石鹸、皮膚洗浄料、毛髪用化粧品、ボディケア製品等の化粧品、（６）家畜用飼料、
水産用飼料、ペットフード、などに好適に使用することができる。
【００３１】
　前記医薬品及び化粧品並びに飲食品における前記液剤組成物の含有量としては、特に制
限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、０．００１～５質量％が好ま
しい。
【００３２】
（液剤組成物及び医薬品、化粧品、飲食品の製造方法）
　本発明の液剤組成物の製造方法は、脂溶性物質と、ショ糖脂肪酸エステルと、ポリオキ
シエチレン硬化ヒマシ油と、ポリグリセリン脂肪酸エステルと、多価アルコールと、水と
を少なくとも混合させる。なお、前記脂溶性物質、前記ショ糖脂肪酸エステル、前記ポリ
オキシエチレン硬化ヒマシ油、前記ポリグリセリン脂肪酸エステル及び前記多価アルコー
ルは、上述の通りである。
【００３３】
　前記混合は、例えば、前記脂溶性成分（前記酢酸トコフェロール、前記中鎖脂肪酸トリ
グリセライドなど）と、水性成分（前記脂溶性成分以外の成分）とを、それぞれ７０～１
００℃に加温して混合した後、両者を混合し、プロペラ型、タービン型、アンカー型、ブ
レンダー型の攪拌機、ホモジナイザー、ホモミキサー、ホモジェッター等を使用して攪拌
することにより行うことができる。
【００３４】
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　以下、本発明の実施例について説明するが、本発明はこれらの実施例に何ら限定される
ものではない。
【００３５】
（実施例１）
－液剤組成物の調製－
　酢酸トコフェロール２５ｇと、中鎖脂肪酸トリグリセライド（ＯＤＯ：日本油脂）５ｇ
とを約８０℃に加温して攪拌混合した。また、モノステアリン酸デカグリセリル（ＮＩＫ
ＫＯＬ　Ｄｅｃａｇｌｙｎ　１－Ｓ：日光ケミカルズ）１２．５ｇ、ポリオキシエチレン
硬化ヒマシ油（ＨＣＯ－６０：日光ケミカルズ）１５ｇ、ショ糖脂肪酸エステル（サーフ
ホープ　ＳＥ　ＰＨＡＲＭＡ　Ｊ－１８１６：三菱化学フーズ）２．５ｇ、濃グリセリン
１３７．５ｇ、及び精製水５２．５ｇを８０℃に加温して、攪拌混合した。これらをスタ
ーラーで予備攪拌しながら混合した後、ホモミキサー（Ｔ．Ｋ．ロボミックス：特殊機化
工業）で１０分間攪拌処理し、均一な液剤組成物を得た。
【００３６】
（実施例２～５及び比較例１～２）
　実施例１と同様にして、表１に示した処方にて液剤組成物を調製した。
【００３７】
－ドリンク剤の調製－
　実施例１の液剤組成物１ｇに、前記水性液剤として市販品ドリンク剤（Ａ）１００ｍｌ
（ニコチン酸アミド２０ｍｇ、アミノエチルスルホン酸１ｇ、硝酸チアミン５ｍｇ、リン
酸リボフラビンナトリウム５ｍｇ、塩酸ピリドキシン５ｍｇ、塩酸カルニチン１００ｍｇ
、イノシトール５０ｍｇ、無水カフェイン５０ｍｇを１瓶１００ｍｌ中に含有）を加えて
希釈し、酢酸ｄ－α－トコフェロール含量１００ｍｇとなるようにしてドリンク剤を調製
した。
【００３８】
＜保存安定性評価＞
　実施例１～５及び比較例１～２の液剤組成物を、３０ｍｌの透明ガラス製バイアル瓶に
入れ、６０又は７０℃の恒温槽に入れた。１～３週間経過後に前記バイアル瓶を取り出し
、－５℃の恒温槽に入れ、更に０～２週間静置して虐待試験を行った。虐待試験の条件は
、表２に示した通りである。その後、取り出し、室温に戻して、外観を目視で観察した。
結果を表２に示した。
【００３９】
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【表１】

【００４０】
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【表２】

【００４１】
（実施例６～１２及び比較例３～４）
　実施例１と同様にして、表３に示した処方にて液剤組成物を調製した。実施例１と同様
にして保存安定性を評価し、結果を表４に示した。
【００４２】
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【表３】

【００４３】
【表４】

【産業上の利用可能性】
【００４４】
　本発明の液剤組成物は、前記沈殿物・滓の析出を極めて効果的に抑制し、安定性に優れ
るため、例えば、（１）ドリンク剤、液剤、シロップ剤、含漱剤、エリキシル剤、洗口液
等の内服の医薬品及び医薬部外品の内服用液剤、（２）ローション剤、点眼剤、点鼻剤、
点耳剤、経膣剤、経腸剤等の外用の医薬品及び医薬部外品、又は化粧品配合剤、（３）通
常の賦形剤を加えて、錠剤、チュアブル剤、顆粒剤、カプセル剤等の固形製剤、などに好
適に使用することができる。
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